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 財務省は、2003年の1月23日に「円の国際化の推進－「円の国際化推進研究
会」座長とりまとめ」を発表致しました。 
 この報告書では、第Ⅰ章．円の国際化の必要性と目指すべき方向、 第Ⅱ章．
貿易取引の円建て化に向けて取るべき方策、 第Ⅲ章．アジアにおける域内金
融・経済協力と円の役割、 第Ⅳ章．我が国金融・資本市場の国際金融センター
しての活性化 の４つの章から構成されており、いずれも重要な提言であると理
解しております。 
 この度、企業の資金調達の円滑化に関する協議会（企業財務協議会）の資本
市場委員会、日本資本市場協議会では、上記の提言の実現に不可欠で極めて
重要性の高い「外国法人の発行するサムライ電子ＣＰに関する要望」に焦点を絞
った要望書を纏めました。 
 
 具体的な問題点としては、現在の社債等振替法や租税特別措置法の枠組み
では、国内法人の発行する電子CPと比較した場合、外国法人の発行するサムラ
イ電子CPの置かれた環境が開示面・税制面で大きく不利益を被る状況であるこ
とが判明。しかしこのことは次の理由から、もともと目指してきた電子化の目的や
精神に鑑みて本意ではなく、改めてここにあるべき姿としての改善策を提案する
ことと致しました。 
 

 
  「円の国際化の推進」の目指すべき方向の実現、並びに世界との競争に耐え
うる資本市場の発展、経済の活性化実現のために、是非とも前向きにご検討い
ただきたくよろしくお願い申し上げます。 

1)1)1)1)     従来従来従来従来のののの国内国内国内国内手形手形手形手形CPCPCPCPはははは、、、、内国内国内国内国法人法人法人法人・・・・外外外外国国国国法人法人法人法人のいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも同同同同じじじじ開示水準開示水準開示水準開示水準
やややや源泉源泉源泉源泉徴収徴収徴収徴収免除免除免除免除のののの待遇待遇待遇待遇がががが等等等等しくしくしくしく与与与与えられていることからえられていることからえられていることからえられていることから、、、、新新新新しいしいしいしい電子電子電子電子CPCPCPCPのののの
導入導入導入導入にににに際際際際してはしてはしてはしては、、、、従来従来従来従来のののの手形手形手形手形CPCPCPCPのののの経済経済経済経済性性性性、、、、商品性商品性商品性商品性のののの水準水準水準水準をををを損損損損ねることなねることなねることなねることな
くくくく、、、、T+0T+0T+0T+0のののの可能可能可能可能なななな商品商品商品商品・・・・システムシステムシステムシステム設計設計設計設計をををを行行行行うといううといううといううという各方面各方面各方面各方面のののの了解了解了解了解のもとでのもとでのもとでのもとで、、、、開開開開
示水準及示水準及示水準及示水準及びびびび源泉源泉源泉源泉徴収徴収徴収徴収免除免除免除免除がががが決決決決められてきたはずであることめられてきたはずであることめられてきたはずであることめられてきたはずであること。。。。

2)2)2)2)     世界標準世界標準世界標準世界標準であるであるであるである電子化電子化電子化電子化というというというという方向性方向性方向性方向性のののの中中中中でででで、、、、内国内国内国内国法人法人法人法人とととと比較比較比較比較してしてしてして外外外外国国国国法法法法
人人人人がががが著著著著しくしくしくしく不利不利不利不利なななな条条条条件件件件におかれるというにおかれるというにおかれるというにおかれるという状状状状況況況況はははは、、、、時代時代時代時代にににに逆行逆行逆行逆行しししし由由由由々々々々しきしきしきしき問問問問
題題題題であるとであるとであるとであると言言言言わざるをわざるをわざるをわざるを得得得得ないことないことないことないこと。。。。

3)3)3)3)     円円円円のののの国国国国際化際化際化際化のののの推進推進推進推進やややや資本市場資本市場資本市場資本市場のののの厚厚厚厚みのみのみのみの形成形成形成形成というというというという観観観観点点点点からもからもからもからも、、、、円円円円のののの資資資資
金調達金調達金調達金調達・・・・運用運用運用運用のののの国国国国際化際化際化際化のののの明明明明らかならかならかならかな障害障害障害障害でありでありでありであり、、、、なおかつなおかつなおかつなおかつ海外海外海外海外からのからのからのからの不信不信不信不信をををを
招招招招くことにつながるくことにつながるくことにつながるくことにつながる極極極極めてめてめてめて深刻深刻深刻深刻なななな問題問題問題問題であるというであるというであるというであるという危機感危機感危機感危機感がががが市場市場市場市場関関関関係者係者係者係者にににに
広広広広くくくく明確明確明確明確にににに存在存在存在存在することすることすることすること。。。。

(1) 外国法人が本邦において募集する期間一年未満の円貨建債券（サムライ電子
CP（海外事業法人が発行するCP及び海外SPCの発行するABCPを含む））の償
還差益に対する源泉徴収免除 
 

(2) 外国法人が本邦において募集する期間一年未満の円貨建債券（サムライ電子
CP（海外事業法人が発行するCP及び海外SPCの発行するABCPを含む））に対
する社債等振替法上の短期社債と経済的効果における同格の付与 
 

(3) 約束手形に係る印紙税の税率等の特例の取扱について



 
 
    
＜＜＜＜要望要望要望要望＞＞＞＞ 
 

 
＜問題点＞ 
 

 
＜＜＜＜要望要望要望要望＞＞＞＞ 
 

((((1111））））    外外外外国国国国法人法人法人法人がががが本邦本邦本邦本邦においてにおいてにおいてにおいて募集募集募集募集するするするする期間一年未期間一年未期間一年未期間一年未満満満満のののの円円円円貨建債券貨建債券貨建債券貨建債券（（（（サムライサムライサムライサムライ
電子電子電子電子CPCPCPCP（（（（海外事業法人海外事業法人海外事業法人海外事業法人がががが発発発発行行行行するするするするCPCPCPCP及及及及びびびび海外海外海外海外SPCSPCSPCSPCのののの発発発発行行行行するするするするABCPABCPABCPABCPをををを含含含含
むむむむ））））））））のののの償還差益償還差益償還差益償還差益にににに対対対対するするするする源泉源泉源泉源泉徴収徴収徴収徴収不適用不適用不適用不適用をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    
（（（（租租租租税税税税特別措置法第四十一特別措置法第四十一特別措置法第四十一特別措置法第四十一条条条条のののの十二第九項十二第九項十二第九項十二第九項((((短期社債短期社債短期社債短期社債のののの償還差益償還差益償還差益償還差益にににに対対対対するするするする
源泉源泉源泉源泉徴収徴収徴収徴収免除免除免除免除))))））））    
    

1)1)1)1) 租租租租税税税税特別措置法特別措置法特別措置法特別措置法    第四十一第四十一第四十一第四十一条条条条のののの十二第九項第七十二第九項第七十二第九項第七十二第九項第七号号号号（（（（償還差益等償還差益等償還差益等償還差益等にににに係係係係るるるる分離分離分離分離
課課課課税税税税等等等等））））のののの条条条条文文文文にににに次次次次のののの下線下線下線下線のののの文言文言文言文言をををを追加追加追加追加されたいされたいされたいされたい。。。。    
    

七七七七 社債等社債等社債等社債等のののの振替振替振替振替にににに関関関関するするするする法律第六十六法律第六十六法律第六十六法律第六十六条条条条第一第一第一第一号号号号にににに規定規定規定規定するするするする短期社債短期社債短期社債短期社債
及及及及びびびび外外外外国国国国法人法人法人法人がががが本邦本邦本邦本邦においてにおいてにおいてにおいて募集募集募集募集するするするする期間一年未期間一年未期間一年未期間一年未満満満満のののの円円円円貨建債券 貨建債券 貨建債券 貨建債券     
    

（（（（注注注注）））） 下線部下線部下線部下線部のののの対対対対象範象範象範象範囲囲囲囲    

→→→→    サムライサムライサムライサムライ電子電子電子電子CPCPCPCP （（（（海外事業法人海外事業法人海外事業法人海外事業法人がががが発発発発行行行行するするするするCPCPCPCP及及及及びびびび海外海外海外海外SPCSPCSPCSPCのののの
発発発発行行行行するするするするABCPABCPABCPABCPをををを含含含含むむむむ））））

1)  内国法人の発行する短期社債は、租税特別措置法第四十一条の十二第九
項（短期社債の償還差益に対する源泉徴収免除）により、償還差益に対する
所得税源泉徴収が免除されるが、一方で社債等振替法第百二十七条（外債
に関する社債等に係る規定の準用）の規定により、外国法人が本邦において
募集する期間一年未満の円貨建債券（サムライ電子CP（海外事業法人が発
行するCP及び海外SPCの発行するABCPを含む））は、「短期社債」として認
められておらず、一律円建外債＝「社債」として規定されてしまうため源泉徴
収の対象となり税率18%が課されることとなる。

((((2)2)2)2)     外外外外国国国国法人法人法人法人がががが本邦本邦本邦本邦においてにおいてにおいてにおいて募集募集募集募集するするするする期間一年未期間一年未期間一年未期間一年未満満満満のののの円円円円貨建債券貨建債券貨建債券貨建債券（（（（サムライサムライサムライサムライ
電子電子電子電子ＣＰ（ＣＰ（ＣＰ（ＣＰ（海外事業法人海外事業法人海外事業法人海外事業法人がががが発発発発行行行行するするするするCPCPCPCP及及及及びびびび海外海外海外海外SPCSPCSPCSPCのののの発発発発行行行行するするするするABCPABCPABCPABCPをををを含含含含
むむむむ））））））））にににに対対対対してしてしてして社債等振替法上社債等振替法上社債等振替法上社債等振替法上のののの「「「「短期社債短期社債短期社債短期社債」」」」とととと経済経済経済経済的的的的効効効効果果果果においてにおいてにおいてにおいて同格同格同格同格のののの資資資資
格付格付格付格付与与与与をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    
    
    先先先先ずはずはずはずは、、、、以下以下以下以下1)1)1)1)のののの対応対応対応対応をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    
    

しかるのちにしかるのちにしかるのちにしかるのちに、、、、例例例例えばえばえばえば以下以下以下以下のののの2)2)2)2)のようなのようなのようなのような方法方法方法方法をををを講講講講ずることでずることでずることでずることで、、、、サムライサムライサムライサムライ電子電子電子電子CPCPCPCP
がががが短期社債短期社債短期社債短期社債とととと経済経済経済経済的的的的効効効効果果果果においてにおいてにおいてにおいて同格同格同格同格となるようとなるようとなるようとなるよう措置措置措置措置されたいされたいされたいされたい。。。。    
    

1)1)1)1) 社債等社債等社債等社債等のののの振替振替振替振替にににに関関関関するするするする命令第三命令第三命令第三命令第三条条条条第一項第二第一項第二第一項第二第一項第二号号号号（（（（振替機振替機振替機振替機関関関関へのへのへのへの通通通通
知事項知事項知事項知事項））））のののの条条条条文文文文にににに次次次次のののの下線下線下線下線のののの文言文言文言文言をををを追加追加追加追加されたいされたいされたいされたい。。。。（（（（短期短期短期短期対応対応対応対応要要要要
望望望望・・・・・・・・・・・・平成平成平成平成15151515年度中年度中年度中年度中にににに措置措置措置措置をををを行行行行うことをうことをうことをうことを強強強強くくくく要望要望要望要望するするするする。）。）。）。）

二二二二 法第六十九法第六十九法第六十九法第六十九条条条条第一項第一項第一項第一項のののの払込払込払込払込にににに係係係係るるるる振替社債振替社債振替社債振替社債（（（（短期社債短期社債短期社債短期社債    及及及及びびびび外外外外国国国国
法人法人法人法人がががが本邦本邦本邦本邦においてにおいてにおいてにおいて募集募集募集募集するするするする期間一年未期間一年未期間一年未期間一年未満満満満のののの円円円円貨建債券貨建債券貨建債券貨建債券    にににに限限限限
るるるる。）。）。）。）

（（（（注注注注）））） 下線部下線部下線部下線部のののの対対対対象範象範象範象範囲囲囲囲    

→→→→    サムライサムライサムライサムライ電子電子電子電子CPCPCPCP （（（（海外事業法人海外事業法人海外事業法人海外事業法人がががが発発発発行行行行するするするするCPCPCPCP及及及及びびびび海外海外海外海外SPCSPCSPCSPC
のののの発発発発行行行行するするするするABCPABCPABCPABCPをををを含含含含むむむむ））））

2)2)2)2)
    社債等振替法全体社債等振替法全体社債等振替法全体社債等振替法全体のののの構成構成構成構成をををを、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、現行現行現行現行のののの社債等振替法社債等振替法社債等振替法社債等振替法においてにおいてにおいてにおいて
短期社債短期社債短期社債短期社債のののの定義定義定義定義がががが社債等振替法第六十六社債等振替法第六十六社債等振替法第六十六社債等振替法第六十六条条条条第一第一第一第一号号号号のののの「「「「権権権権利利利利のののの帰属帰属帰属帰属」」」」
のののの規定規定規定規定にににに置置置置かれているのをかれているのをかれているのをかれているのを分離分離分離分離してしてしてして独独独独立立立立のののの条条条条項項項項をををを設置設置設置設置するなどしてするなどしてするなどしてするなどして整整整整
理理理理したしたしたした上上上上、、、、社債等振替法第百二十七社債等振替法第百二十七社債等振替法第百二十七社債等振替法第百二十七条条条条（（（（外債外債外債外債にににに関関関関するするするする社債等社債等社債等社債等にににに係係係係るるるる規規規規
定定定定のののの準用準用準用準用））））のののの条条条条文文文文からからからから下線下線下線下線のののの文言文言文言文言をををを削除削除削除削除するなどしてするなどしてするなどしてするなどして、、、、外外外外国国国国法人法人法人法人がががが本本本本



 
＜問題点＞ 
 

 
＜＜＜＜要望要望要望要望＞＞＞＞    
 

邦邦邦邦においてにおいてにおいてにおいて募集募集募集募集するするするする期間一年未期間一年未期間一年未期間一年未満満満満のののの円円円円貨建債券貨建債券貨建債券貨建債券（（（（サムライサムライサムライサムライ電子電子電子電子CPCPCPCP（（（（海海海海
外事業法人外事業法人外事業法人外事業法人がががが発発発発行行行行するするするするCPCPCPCP及及及及びびびび海外海外海外海外SPCSPCSPCSPCのののの発発発発行行行行するするするするABCPABCPABCPABCPをををを含含含含むむむむ））））））））にににに
ついてついてついてついて現行現行現行現行のののの短期社債短期社債短期社債短期社債とととと同同同同様様様様のののの取扱取扱取扱取扱いがいがいがいが可能可能可能可能となるようとなるようとなるようとなるよう整備整備整備整備されたされたされたされた
いいいい。。。。（（（（中長期的中長期的中長期的中長期的対応対応対応対応へのへのへのへの要望要望要望要望・・・・・・・・・・・・上記上記上記上記1)1)1)1)のののの措置完了後措置完了後措置完了後措置完了後、、、、速速速速やかなやかなやかなやかな措置措置措置措置
をををを要望要望要望要望するするするする。）。）。）。）    
    
第百二十七第百二十七第百二十七第百二十七条条条条    
    第四章第四章第四章第四章のののの規定規定規定規定（（（（第六十六第六十六第六十六第六十六条条条条第一第一第一第一号号号号〔〔〔〔権権権権利利利利のののの帰属帰属帰属帰属・・・・「「「「短期社債短期社債短期社債短期社債」〕」〕」〕」〕及及及及びびびび
第四節第四節第四節第四節〔〔〔〔商法商法商法商法のののの特例特例特例特例〕〕〕〕のののの規定規定規定規定をををを除除除除くくくく。）。）。）。）及及及及びびびび第百十四第百十四第百十四第百十四条条条条〔〔〔〔法律法律法律法律のののの適用適用適用適用のののの
明示等明示等明示等明示等〕〕〕〕のののの規定規定規定規定はははは、、、、外債外債外債外債（（（（外外外外国国国国又又又又はははは外外外外国国国国法人法人法人法人のののの発発発発行行行行するするするする債券債券債券債券にににに表示表示表示表示ささささ
れるべきれるべきれるべきれるべき権権権権利利利利をいうをいうをいうをいう。）。）。）。）についてについてについてについて準用準用準用準用するするするする。（。（。（。（後略後略後略後略））））

1)  社債等振替法は外債への準用を可能としているが、その中で短期社債に関
する規定は準用の対象から外れている。そのため外国法人が本邦において
募集する期間一年未満の円貨建債券（サムライ電子CP（海外事業法人が発
行するCP及び海外SPCの発行するABCPを含む））は、「短期社債」としての
準用を受けられず、通常の「社債」と同様の取扱となる。

2)   「社債」として取り扱われることにより、発行者は「短期社債」として発行が
可能な場合と比較して次の不利益を被ることとなる。 
 

 1.については、外国法人が発行するとはいえ経済的実質は電子CP（短期社
債）そのものであり、そういう性格を鑑みると、そもそもこれらの追加で必要が
生じる通知事項はいずれもわざわざ明らかにする意味のない項目である。  
 
 さらに2.については、公示の必要が生じる上に、公示に要する振替機関での
費用は、社債等振替法第八十七条第二項から発行者側の負担になってしま
うなどの更なる不利益がもたらされることになる。 

1.1.1.1.     発発発発行者行者行者行者からのからのからのからの振替機振替機振替機振替機関関関関へのへのへのへの通知事項通知事項通知事項通知事項のののの増増増増加加加加（（（（社債等振替法第六十社債等振替法第六十社債等振替法第六十社債等振替法第六十
九九九九条条条条〔〔〔〔新規記載又新規記載又新規記載又新規記載又はははは記記記記録録録録手手手手続続続続〕、〕、〕、〕、社債等社債等社債等社債等のののの振替振替振替振替にににに関関関関するするするする命令第三命令第三命令第三命令第三条条条条
〔〔〔〔振替機振替機振替機振替機関関関関へのへのへのへの通知事項通知事項通知事項通知事項〕）〕）〕）〕）    
    
    発発発発行者行者行者行者はははは「「「「短期社債短期社債短期社債短期社債」」」」のののの通知事項通知事項通知事項通知事項（（（（社債社債社債社債のののの総総総総額額額額、、、、各社債各社債各社債各社債のののの金額金額金額金額などなどなどなど））））
にににに加加加加えてえてえてえて、、、、次次次次のののの内内内内容容容容をををを機構機構機構機構にににに通知通知通知通知するするするする必要必要必要必要がががが生生生生じるじるじるじる。。。。    
1)1)1)1)債債債債権権権権管理管理管理管理会会会会社社社社のののの商商商商号号号号    2)2)2)2)利率利率利率利率    3)3)3)3)償還方法及償還方法及償還方法及償還方法及びびびび期限期限期限期限        
4)4)4)4)利息支利息支利息支利息支払払払払方法及方法及方法及方法及びびびび期限期限期限期限

2.2.2.2.     振替機振替機振替機振替機関関関関のののの公示事項公示事項公示事項公示事項のののの増増増増加加加加（（（（社債等振替法第八十七社債等振替法第八十七社債等振替法第八十七社債等振替法第八十七条条条条〔〔〔〔振替社債振替社債振替社債振替社債のののの
内内内内容容容容のののの公示公示公示公示〕）〕）〕）〕）    
    振替機振替機振替機振替機関関関関はははは、、、、発発発発行者行者行者行者からのからのからのからの通知事項通知事項通知事項通知事項をををを、、、、上記上記上記上記のののの追加項目追加項目追加項目追加項目もももも含含含含めめめめインインインイン
ターネットターネットターネットターネットでででで公示公示公示公示するするするする必要必要必要必要がががが生生生生じるじるじるじる。 。 。 。 

((((3)3)3)3)    租租租租税税税税特別措置法第九十一特別措置法第九十一特別措置法第九十一特別措置法第九十一条条条条のののの二二二二（（（（約束手形約束手形約束手形約束手形にににに係係係係るるるる印紙印紙印紙印紙税税税税のののの税税税税率等率等率等率等のののの特特特特
例例例例：：：：印紙印紙印紙印紙税税税税をををを発発発発行行行行1111枚枚枚枚あたりあたりあたりあたり一律一律一律一律5,0005,0005,0005,000円円円円とするとするとするとする軽軽軽軽減措置減措置減措置減措置））））のののの取扱取扱取扱取扱についてについてについてについて、、、、次次次次
のののの通通通通りりりり強強強強くくくく要望要望要望要望するするするする。。。。    
    

1)1)1)1)     平成平成平成平成15151515年度年度年度年度（（（（平成平成平成平成16161616年年年年3333月月月月31313131日日日日））））をををを以以以以ってってってって、、、、仮仮仮仮にににに租租租租税税税税特別措置法第九特別措置法第九特別措置法第九特別措置法第九
十一十一十一十一条条条条のののの二二二二（（（（約束手形約束手形約束手形約束手形にににに係係係係るるるる印紙印紙印紙印紙税税税税のののの税税税税率等率等率等率等のののの特例特例特例特例））））のののの延長措置延長措置延長措置延長措置をををを
廃廃廃廃止止止止するのであればするのであればするのであればするのであれば、、、、廃廃廃廃止日止日止日止日までにまでにまでにまでに当当当当協議協議協議協議会会会会よりよりよりより要望要望要望要望しているしているしているしている((((1)(2)1)(2)1)(2)1)(2)両両両両
方方方方のののの要望事項要望事項要望事項要望事項についてについてについてについて確確確確実実実実にににに措置措置措置措置をををを完了完了完了完了しておくことがしておくことがしておくことがしておくことが必須必須必須必須条条条条件件件件であであであであ
ることることることること。。。。

2)2)2)2)     仮仮仮仮にににに、、、、当当当当協議協議協議協議会会会会からからからから要望要望要望要望しているしているしているしている((((1)(2)1)(2)1)(2)1)(2)両両両両方方方方のののの要望事項要望事項要望事項要望事項についてについてについてについて、、、、平平平平
成成成成15151515年度中年度中年度中年度中にににに措置措置措置措置がががが完了完了完了完了できないのであればできないのであればできないのであればできないのであれば、、、、租租租租税税税税特別措置法第九特別措置法第九特別措置法第九特別措置法第九
十一十一十一十一条条条条のののの二二二二（（（（約束手形約束手形約束手形約束手形にににに係係係係るるるる印紙印紙印紙印紙税税税税のののの税税税税率等率等率等率等のののの特例特例特例特例））））のののの平成平成平成平成15151515年度年度年度年度
以降以降以降以降のののの延長延長延長延長はははは必須必須必須必須条条条条件件件件であることであることであることであること。。。。



 
＜問題点＞ 
 

 
 

以上 
 

企業企業企業企業のののの資金調達資金調達資金調達資金調達のののの円円円円滑化滑化滑化滑化にににに関関関関するするするする協議協議協議協議会会会会((((略略略略称称称称：：：：企業財務協議企業財務協議企業財務協議企業財務協議会会会会)))) 
〒105-0001東京都港区虎ノ門1丁目5番16号晩翠ビル5階 
TEL03-3503-7671 FAX 03-3502-3740 cfta@bpf-f.or.jp

※※※※     租租租租税税税税特別措置法第九十一特別措置法第九十一特別措置法第九十一特別措置法第九十一条条条条のののの二二二二（（（（約束手形約束手形約束手形約束手形にににに係係係係るるるる印紙印紙印紙印紙税税税税のののの税税税税率等率等率等率等
のののの特例特例特例特例））））のののの取扱取扱取扱取扱についてはについてはについてはについては、、、、上記上記上記上記1)2)1)2)1)2)1)2)以外以外以外以外のののの取取取取るべきるべきるべきるべき選選選選択択択択肢肢肢肢はないこはないこはないこはないこ
とととと。。。。

 上記提言の根拠は、機会の平等ならびに円の国際化推進の観点からも、内国
法人・外国法人問わず全ての社債等振替制度への参加者が、同一のフェアな条
件で市場参加できる制度環境の整備・措置が何より重要だと考えるからに他なら
ない。 
 
 従来の国内手形CPの世界においては、内国法人・外国法人とも、開示水準や
源泉徴収免除の待遇が等しく与えられているが、仮にこのままの状態で平成15
年度末を迎えてしまうと、平成16年度より外国法人については社債等振替法の
枠組みで発行される電子サムライCPについては税制面・開示面での条件の悪
化がもたらされることになる。一方でこの制約を避けるべく従来の手形CPの発行
を行おうとする場合であっても、租税特別措置法上の特例が廃止されるならば税
制面で現状より条件が悪化することになり、いずれにしても平成15年度中に実現
できた条件でのコマーシャル・ペーパーによる資金調達の道がいかなる手段を以
ってしても閉ざされることとなり、極めて深刻な状況がもたらされることとなる。 
 
 連結経営上グローバルに拠点を展開している本邦企業の海外現地法人の資
金調達にも支障を来す、待ったなしの大問題となっている。


